
令和２年８月３１日 
公立大学法人京都市立芸術大学 

 
   京都市立芸術大学学務システム構築等業務委託に関する提案の募集について 

 
京都市立芸術大学学務システム構築等業務委託に関する受託者の選定にあたり，公募型

プロポーザル方式による企画競争選定を行いますので，次のとおり提案を募集します。 

 
１ 委託業務の目的 

本学の学務事務について，現状では業務毎に内製のシステムや市販ソフトを使用す

るなど個別に対応しているものを，一定の実績のあるパッケージソフトに置き換える

ことにより，各業務間で共通する情報が統合されることによる業務の効率化を図ると

ともに，教職員，学生が必要に応じてこれらに関する情報にアクセス出来る専用のポ

ータル機能も併せて導入するなど新たな機能を付加することにより，使用者の利便性

を向上させる。 
 
２ 委託業務の内容 

  別紙１「京都市立芸術大学学務システム構築等業務仕様書」のとおり 
 
３ 契約上限額 

  金５８，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 
（補足） 
⑴上記金額は本件システムの構築費用及びシステム稼働開始後５年間の保守運用に係

る費用の合計額とする。 
⑵システムの構築はリース契約とし，費用は各機能の稼働開始後，全６０回の毎月均

等払いとする。但し，ミドルウェアやハードウェアの導入など一部の業務に関して

は，本学と受託者の協議のうえリース対象物件から除外し，別途，契約を締結する

ことがある。 
 

４ プロポーザルの参加資格 

プロポーザルに参加できる者は，法人で，本業務を実施するうえで人的かつ財産的な

能力を有し，次のいずれにも該当する者とする。 
（１） 地方公共団体及びその他の公共団体，大学等において，学務システムの開発に関する

業務を受注した実績を有していること。 
（２） プライバシーマーク制度又は情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制

度（ＩＳＭＳ）などによる情報セキュリティに関する資格を有していること。 



（３） 団体又はその代表者が契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない

者でないこと。 
（４） 代表者，役員又はその使用人が刑法第９６条の６又は第１９８条に違反する容疑があ

ったとして逮捕若しくは送検され，又は逮捕を経ないで公訴を提起された者でないこ

と。 

（５） 団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は

第８条第１項第１号に違反するとして，公正取引委員会又は関係機関に認定された者

でないこと。 

（６） 団体又はその代表者が次に掲げる税等を滞納していないこと。 

ア 所得税又は法人税 

イ 消費税 

ウ 京都市の市税 

エ 京都市の水道料金及び下水道使用料 

（７） 次に掲げる団体でないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す 

る暴力団をいう。） 

イ 代表者又は役員が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 

２条第６号に規定する暴力団員をいう。）である団体 

ウ 団体の経営に暴力団員が実質的に関与している団体 

なお，複数の法人等が構成するコンソーシアムで応募する際，応募資格の（１）（２）に

ついては役割分担に応じて資格を満たしている必要があり，（３）～（７）についてはすべ

ての構成員が応募資格を満たしている必要がある。 
 

５ 参加表明書等及び企画提案書等の提出 

（１） 参加表明書等の提出 

次の書類を提出すること。 
ア 提出書類（各１部） 
（ア） 参加表明書（様式１）  
（イ） 会社概要（様式２）   
（ウ） コンソーシアムでの参加の場合は，役割分担を記載した書類（様式自由） 

  イ 提出期限 
    令和２年９月７日（月）午後５時必着 
  ウ 提出方法 
    持参又は郵送により提出すること。 
   ※ 持参の場合は，上記の期限まで（土曜日，日曜日，祝日・休日を除く。）の午前

９時から午後５時の時間帯に提出すること。 



  エ 提出場所 
    「１２ 問合せ先及び提出場所」に指定する場所まで提出すること。 
（２） 企画提案書等の提出 

   ア 提出書類 
別紙２「京都市立芸術大学学務システム構築等業務の委託に関するプロポーザ

ル企画提案書等作成要領」参照 
イ 提出期限 
  令和２年９月１８日（金）午後５時必着 
ウ 提出方法 

     持参又は郵送により提出すること。 
   ※ 持参の場合は，上記の期限まで（土曜日，日曜日，祝日・休日を除く。）の午前

９時から午後５時の時間帯に提出すること。 
エ 提出場所 

    「１２ 問合せ先及び提出場所」に指定する場所まで提出すること。 
（３） 契約の履行を複数の事業者で分担することが想定されている場合における特例 

 コンソーシアムを形成する際の契約は，事業者側で定めた代表幹事事業者と本法人

の間で締結する。但し，ミドルウェアやハードウェアの導入など一部の業務に関して

リース対象物件から除外し，別途の契約を代表幹事以外の構成員と締結することがあ

る。 

 また，コンソーシアムを形成して参加する場合は，（様式５）「京都市立芸術大学学

務システム構築等業務委託に係るコンソーシアム協定書」を提案書類提出時に併せて

提出すること。 

（４） その他 

ア この公募手続において使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。 
イ 失格となる参加表明書，企画提案書等 

参加表明書，企画提案書等が，次の事項の一つに該当するものは，失格となる

場合がある。 
なお，失格となった場合は，別途通知する。 

（ア） 提出期限，提出先及び提出方法に適合しないもの 
（イ） 指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの 
（ウ） 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 
（エ） 虚偽の内容が記載されているもの 

ウ 制約事項 
 （ア）提出書類の作成及び提出に要する費用は，すべて提案者の負担とする。 

 （イ）提出された書類は，事業者の選定以外には，提案者に無断で使用しない。 

 （ウ）提出された書類は，事業者の選定を行う作業に必要な範囲において，複製 



   を作成することがある。 

 （エ）提出された書類は，提出期限後の差し替え及び再提出は一切受け付けない。 

 （オ）提出された書類はすべて返却しない。 

 （カ）提出された書類に対し，必要に応じてヒアリングを実施することがある。  

   その場合は，日時及び場所を別途連絡する。 

 
６ 本件に対する質問期限及び回答 

（１）質問期限 

令和２年９月７日（月）午後５時まで 
（２）質問方法 

電子メールで問い合わせることとし（様式は任意とする。），面談又は電話での質問

は一切受け付けない。 
（３）質問送信先 

   「１２ 問合せ先及び提出場所」に指定するメールアドレスまで送信すること。 
（４）回答日及び回答方法 

令和２年９月１１日（金）までに，質問者に関する情報は伏せたうえで，本学ホー

ムページに回答を掲載する。なお他の応募事業者に関する質問には応じない。 
  （回答掲載ページ） 

https://www.kcua.ac.jp/company/bid/ 
 
７ 企画提案書に関するプレゼンテーション 

  提出された企画提案書等の内容について，次のとおり提案者のプレゼンテーションを 

 実施する。 

（１）実施日時及び実施場所 

   実施日時及び実施場所は別途通知する（令和２年９月中を予定）。 

（２）注意事項等 

ア プレゼンテーションの実施時間は，４５分とし，企画提案の説明時間は， 

 ３０分程度，本法人からの質問及びその回答時間は，１５分程度とする。 
イ プレゼンテーションに参加しなかった提案者は失格とする。 
ウ プレゼンテーションの方法は提案者の任意とするが，提案するシステムの操作画

面のサンプル等を用意するなど提案内容がイメージしやすいよう工夫すること。 

エ プロジェクター及びスクリーンは本法人で用意するが，それ以外に必要となるパ

ソコン等は提案者が用意すること。 

 
８ 受託候補者の選定に関する審査基準 

別紙３「提案内容評価要領」及び別紙４「提案内容評価表」のとおりとする。 



ただし，提案者が１者であり，その者の「技術点」及び「価格点」の合計が６８点未

満の場合は，その提案者とは契約せずに，再度プロポーザルの仕様を変更した上で提案

を募集する。 
 

９ 受託者の決定 

（１）受託候補者の決定 

前記「８ 受託候補者の選定に係る審査基準」に基づき，本法人が設置する「京都

市立芸術大学学務システム構築等業務委託受託候補者選定委員会」において，企画提

案書等及びプレゼンテーションの内容について審査を行い，すべての提案者の順位を

決定し，最も優れていた者を受託候補者（第一交渉権者）に選定する。 
（２）審査結果の通知 

   審査結果については，書面をもって通知する。（令和２年９月に発送予定） 

（３）受託者の決定 

受託候補者と協議し，仕様等契約内容について合意した場合は，契約を締結する。 
なお，受託候補者（第一交渉権者）と協議し，合意しなかった場合は，次順位の交

渉権者を新たな受託候補者として協議を行う。但し次順位の交渉権者の「技術点」及

び「価格点」の合計が６８点未満の場合は，協議を行わず再度プロポーザルの仕様を

変更した上で提案を募集する。 
 

１０ 契約に関する基本的事項 

  受託者との契約においては，次の事項を基本とする。 

（１）契約金額 

   契約金額は，受託候補者の提示価格に基づき，受託候補者と協議のうえ決定する。 

（２）契約内容 

契約内容は，仕様書，企画提案書，プレゼンテーションの内容に基づき，受託候補

者と協議のうえ決定する。ただし，提案内容は，実現を確約したものとみなす。 

（３）契約期間 

   契約の期間は，契約締結日から令和８年３月３１日までとする。 

   但し，初期導入業務に関しては令和３年３月３１日までに完了していること。 

   また，ミドルウェアやハードウェアの導入など一部の業務に関して，本学と受託者

の協議のうえリース対象物件から除外し，別途，契約を締結する場合，この契約期間

は協議の中で定める。 

（４）再委託の禁止 

本業務の履行を第三者に委託し，又は請け負わせてはならない。ただし，本法人が

承認した場合はその限りでない。 

（５）契約保証金 



免除する。 

（６）委託料の支払 

   システム構築のリース費用は，各機能の稼働開始後全６０回の毎月均等払いとする。

但し，ミドルウェアやハードウェアの導入など一部の業務に関しては，本学と受託者

の協議のうえリース対象物件から除外し，別途，契約を締結することがある。 
   保守運用業務はシステムの各機能の稼働開始後，１箇月の業務完了毎に請求するも

のとし，本学は業務完了を確認し，請求書を受領した月の翌月末に支払うものとする。 

（７）進ちょく管理 

本法人は，適宜，進ちょく状況について評価を行う。その結果，契約の目的を達成

することができないと判断したときは，途中で契約を解除することができる。ただし，

利用可能な成果物があるときは，その成果物を検査のうえ，検査に合格した成果物の

引渡しを受けることがある。そのときは，その成果物に相応する委託料を支払うもの

とする。なお，引き渡しにあたってのデータ移行作業等においては本法人の指示に従

うものとする。 

（８）契約不適合責任 

ア 本法人は，引渡しを受けた契約目的物が種類，品質又は数量に関して契約の目的

に適合しないものであるとき（その引渡しを要しない場合にあっては，委託業務が

終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないと

き）は，受託者に対してその不適合（以下本条において「契約不適合」という。）の

修正等の履行の追完（以下本条において「追完」という。）を請求することができ，

受託者は，当該追完を行うものとする。ただし，本法人に不相当な負担を課するも

のではないときは，受託者は本法人が請求した方法と異なる方法による追完を行う

ことができる。 
イ 本法人は，契約不適合により損害を被った場合，受託者に対して損害賠償を請求

することができる。 
ウ 本法人は，契約不適合について，追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完が

なされない場合又は追完の見込みがない場合で，契約不適合により契約の目的を達

することができないときは，契約の全部又は一部を解除することができる。 
エ 受託者が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは，引渡しを受けた

日から２年以内に本法人から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただ

し，引渡しを受けた時点において受託者が契約不適合を知り若しくは重過失により

知らなかった場合，又は契約不適合が受託者の故意若しくは重過失に起因する場合

にはこの限りでない。 
オ ア，イ，ウ及びエは，契約不適合が本法人の提供した資料等又は本法人の与えた

指示によって生じたときは適用しない。ただし，受託者がその資料等又は指示が不

適当であることを知りながら告げなかったときは，この限りでない。 



 

１１ スケジュール 

９月７日（月）午後５時 参加表明書等の提出期限 

９月７日（月）午後５時 質問受付期限 

９月１１日（金） 質問回答予定日 

９月１８日（金）午後５時 企画提案書等の提出期限 

 

１２ 問い合わせ先及び提出先 

〒６１０－１１９７ 

京都市西京区大枝沓掛町１３－６ 

公立大学法人京都市立芸術大学教務学生課 担当：二枝，岩本 

電 話：０７５－３３４－２２２０ 

ＦＡＸ：０７５－３３２－２３４５  

メール：fineart@kcua.ac.jp 

  



（参考） 

■ 刑法（抄） 

（公契約関係競売等妨害） 

第９６条の６ 偽計又は威力を用いて，公の競売又は入札で契約を締結するためのものの

公正を害すべき行為をした者は，３年以下の懲役若しくは２５０万円以下の罰金に処し，

又はこれを併科する。 

２ 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で，談合した者も，前項と同様とする。 

（賄賂） 

第１９８条 第１９７条から第１９７条の４までに規定する賄賂を供与し，又はその申込

み若しくは約束をした者は，３年以下の懲役又は２５０万円以下の罰金に処する。 

＊第１９７条 収賄，受託収賄及び事前収賄 

＊第１９７条の２ 第三者供賄 

＊第１９７条の３ 加重収賄及び事後収賄 

＊第１９７条の４ あっせん収賄 

 

■ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄） 

第３条 事業者は，私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

第８条 事業者団体は，次の各号の一に該当する行為をしてはならない。 

１ 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 

２ 第６条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 

３ 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。 

４ 構成事業者（事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。）の機能又は活動

を不当に制限すること。 

５ 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。 

＊第６条 事業者は，不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又

は国際的契約をしてはならない。 


